
 意見書案第５号 

 

ＰＦＡＳ（有機フッ素化合物）への対策の強化を求める意見書 

 

   地方自治法第９９条の規定により、関係行政庁に対し『ＰＦＡＳ（有機フッ

素化合物）への対策の強化を求める意見書』を別紙のとおり提出する。 
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ＰＦＡＳ（有機フッ素化合物）への対策の強化を求める意見書（案） 

 

有機フッ素化合物（以下「ＰＦＡＳ」という。）の一つであるＰＦＯＳやＰＦ

ＯＡについては、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約で規制対象と

され、昨年１２月１日には世界保健機関（ＷＨＯ）の国際がん研究機関（ＩＡＲ

Ｃ）がＰＦＯＡの発がん性分類を「可能性がある」から２段階引き上げ「発がん

性がある」とし、ＰＦＯＳは「可能性がある」とするなど、その有害性が指摘さ

れている。 

国においては、昨年７月にＰＦＡＳに関する対応方針をとりまとめ、ＰＦＯＳ

やＰＦＯＡ等に関する環境モニタリングの強化などに取り組むこととしているが、

どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについては、いまだ確定的な知見が

ないため、現在も国際的に様々な知見に基づく検討が進められている。 

一方、これまでに国内各地で水質管理の暫定目標値である５０ナノグラムパー

リットルを超える高濃度のＰＦＯＳ及びＰＦＯＡが検出されており、健康被害や

農水産物への風評被害が引き起こされる不安の高まりを見せる中で、国において

は人体及び環境に及ぼす影響の調査・分析及び情報提供に早急に取り組まれるよ

う、京田辺市議会は下記の項目を国に求めるものである。 

 

記 

１．排出源特定のための調査や汚染の拡散防止対策について、具体的な方法を示

すこと。 

２．農産物への蓄積及びそれを介した人への影響を明らかにし、必要な対策等に

ついて、具体的な方法を示すこと。 

３．自治体が実施する河川等の独自水質調査や検査並びに対策などについて、情

報提供や助言などを行うと共に、財政的支援を行うこと。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 令和  年  月  日 

 

京都府京田辺市議会 

 

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、環境大臣、

国土交通大臣 


